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北 本 市 教 育 委 員 会 

令 和 元 年 第 ４ 回 臨 時 会 会 議 録 

１ 日     時 令和元年１２月５日（木） 午前８時３０分から９時１０分まで 

２ 場     所 教育長室 

３ 教 育 長 の氏名  清水 隆 

４ 出席した委員の    

  氏     名 

一 教育長職務代理者  二 委 員 金井 裕 三 委 員 安田美詠子 

四 委 員 久保田篤正 五 委 員 加藤潤一   

５欠席した委員の氏名 大保木道子 

６ 説明のため出席 

  し た 職 員 

原口教育部長、磯野参与兼文化財保護課長、桜井教育総務課長、坂口学校教育課

長、内田学校教育課副課長、平井生涯学習課長 

議案及び報告件名 議 事 の 大 要 

 

１ 開会の宣言 

 

 

 

 

２ 会議録の承認

について 

 

 

 

 

 

 

３ 会議録署名委

員の指名につい

て 

 

４ 非公開案件の

発議 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 非公開審議 

 

⑴  教委議案第

５４号「令和

 

清水教育長： 北本市教育委員会第４回臨時会を開会する。 

なお、会議開催に際して、大保木委員より、会議欠席の届

出を受けているので報告する。 

 

 

清水教育長： 令和元年北本市教育委員会１１月定例会の議事録について

質問、意見、訂正等あるか。 

 

       ― 各委員、特に意見なし ― 

 

清水教育長： 会議録は、承認する。 

 

 

清水教育長： 本日の会議録の署名委員については、４番の久保田委員にお

願いする。 

 

 

清水教育長： 本日の案件は、議案が１件である。なお、本日の教委議案第

５４号については議会に関する案件のため、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第１４条第７項の規定により、非公開

審議とすることとしてよいかお諮りする。 

 

― 全員、異議なしの声 ― 

 

清水教育長： この案件に関しては非公開で審議することに決する。 

 

 

清水教育長： 非公開審議に入る。 

 

清水教育長： それでは、教委議案第５４号「令和元年第４回北本市議会定

例会の一般質問について」、原口教育部長より、説明をお願いす
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元年第４回北

本市議会定例

会の一般質問

について」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。 

 

原口教育部長： （教委議案第５４号の説明） 

 

清水教育長： 教委議案第５４号について、質疑はあるか。 

 

安田委員： ２番の保角美代議員の件名１「防災対策について」の要旨

（２）「指定管理者の防災対策について」の答弁骨子では、防災

についてのマニュアルに関し、既に指定管理者において整備済

みである旨を答弁するものとなっているが、その中で、地区公

民館等における避難所としての指定状況に関し、確認する。 

 

平井生涯学習課長： 現在、地区公民館等に関しては、「地域避難所」として位置

付けるものである。災害発生時に被災者が一定期間滞在するこ

とができる施設として、先ずは、「指定避難所」となる学校施

設を利用した上で、被災が長引いた場合など、その後の状況に

応じて、「地域避難所」となる地区公民館等を利用していくも

のとなる。 

 

安田委員： その際の避難所としての設置・運用に関し、今後検討してい

くものか。 

 

平井生涯学習課長： お見込みのとおりである。現在、指定管理者となる「コミュ

ニティ協議会」では、こうしたことに対する「基本方針」を定

めているものの、地区館毎の定めがないため、そこの部分を、

今後考えていくものとなる。 

 

金井委員： 地区公民館等の耐震性は大丈夫なものか。 

 

平井生涯学習課長： 勤労福祉センター及びコミュニティセンターの２つの施設

のみ、旧耐震基準での適合となるものである。 

 

久保田委員： ９番の松島修一議員の件名２「文化財等の整備活用による地

域活性化について（市長）」の各答弁に関する説明の中で、上尾

道路予定線上にある貴重な資源の内容を確認した。その中で、

特に重要と考えるものについて教えてほしい。 

 

磯野参与兼文化財保護課長： 上尾道路沿線にある９割以上のものが遺跡となっている。事

前に調査を行った上で、住居跡、集落跡、城跡、館跡などが実

際に見つかった場合には、本格的な発掘調査を行うこととなる。 

また、荒井３丁目の「阿観堂」については、道路を通す場合、

全て移転せざるを得ない状況となり、その「阿観堂」の中には、

市指定文化財となる「阿観堂の庚申塔」が所在することから、




